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議案第１号 

 

   令和４年度匝瑳市一般会計補正予算（第８号）について 

 

 本案は、歳入歳出それぞれ１億２，５０８万６，０００円を追加し、令和４年度

匝瑳市一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１５４億６９８万１，０００円とい

たしたく提案いたした次第であります。 
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議案第２号 

 

   令和４年度匝瑳市一般会計補正予算（第９号）について 

 

 本案は、歳入歳出それぞれ２億６，２９８万２，０００円を追加し、令和４年度

匝瑳市一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１５６億６，９９６万３，０００円

といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第３号 

 

   令和４年度匝瑳市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 本案は、歳入歳出それぞれ４２３万９，０００円を追加し、令和４年度匝瑳市

国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億８，３５８万９，０

００円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第４号 

 

   令和４年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

 本案は、歳入歳出それぞれ１０９万２，０００円を減額し、令和４年度匝瑳市後

期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ５億２，１５６万９，０００

円といたしたく提案した次第であります。 
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議案第５号 

 

   令和４年度匝瑳市介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

本案は、歳入歳出それぞれ１１８万５，０００円を追加し、令和４年度匝瑳市

介護保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億７，２７３万２，０００

円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第６号 

 

   令和４年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第２号）について 

 

本案は、令和４年度匝瑳市病院事業会計予算のうち、収益的収入及び支出につ

きまして、それぞれ４，３０６万１，０００円を追加し、総額をそれぞれ２９億

６，５３８万１，０００円といたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第７号 

 

   匝瑳市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

 

本案は、地方公務員法の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事

項を定めるため、提案いたした次第であります。 

なお、本条例の制定に伴い、匝瑳市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正するものであります。 
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議案第８号 

 

   匝瑳市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

 

 本案は、児童福祉法の規定に基づき、地域の中核的な療育支援施設となる児童

発達支援センターを設置することに関し、必要な事項を定めるため提案いたした

次第であります。 
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議案第９号 

 

   匝瑳市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定につ

いて 

 

 本案は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、国及び県に準じた

措置を講じるため、現行６０歳としている定年年齢を６５歳まで段階的に引き上

げるとともに、これに伴う諸制度を整備するための関係条例を改正いたしたく提

案いたした次第であります。 
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議案第１０号 

 

   匝瑳市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、一般職職員の給与を改

定するため、関係条例を改正いたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第１１号 

 

   匝瑳市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、市議会議員の期末手当

の支給割合を改正いたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第１２号 

 

   匝瑳市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、常勤特別職職員の期末

手当の支給割合を改正いたしたく提案いたした次第であります。 
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議案第１３号 

 

   匝瑳市病院事業の管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 本案は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、病院事業の管理者の期

末手当の支給割合を改正いたしたく提案いたした次第であります。 


